
高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給要綱の一部改正 新旧対照表

新 旧

第１条 （略）

（目的）

第２条 この補給金は、漁業経営が極めて困難となっている漁業者の自助努力を前提

として、関係機関の支援・協力の下に漁業経営の再建又は事業の継続に向けた事業

承継を図るための長期低利の負債整理資金である再建特別資金を融通する事業（以

下「融資事業」という。）を行う融資機関に対し、県が予算の範囲内で利子補給を

行い、当該漁業者の経営の再建又は事業の継続を図ることを目的とする。

第３条 （略）

（借受資格者）

第４条 再建特別資金を借り入れることができる者（以下「対象漁業者」という。）

は、次に掲げる要件を全て満たす沿岸漁業を開始する又は営む個人、法人及び沿岸

漁業従事者の組織する団体（法人格のない団体にあっては、知事が別に定める基準

に適合するものに限る。以下「団体」という。）で、第 10 条の規定により作成した

再建特別計画又は事業承継計画（以下「再建特別計画等」という。）について、知

事の認定を受けたものとする。

（１）漁業経営の再建を図る漁業者又は被承継者において、直近の事業年度を含め原

則として３年（直近の事業年度の債務超過額がその前の事業年度の債務超過額に

比べ増加しており、現事業年度においても水揚金額、漁業支出の動向等からみて

さらに債務超過額の増加が見込まれる者にあっては、２年）以上債務超過となっ

ていること又は直近３年の漁業収支が通算して損失となっていること。

（２）今後の漁業経営に係る漁業収入が漁業支出及び負債利息（減免した場合は、減

第１条 （略）

（目的）

第２条 この補給金は、漁業経営が極めて困難となっている漁業者の自助努力を前提

として、関係機関の支援・協力の下に漁業経営の再建を図るための長期低利の負債

整理資金である再建特別資金を融通する事業（以下「融資事業」という。）を行う

融資機関に対し、県が予算の範囲内で利子補給を行い、当該漁業者の経営の再建を

図ることを目的とする。

第３条 （略）

（借受資格者）

第４条 再建特別資金を借り入れることができる者（以下「対象漁業者」という。）

は、次に掲げる要件を全て満たす沿岸漁業を営む個人、法人及び沿岸漁業従事者の

組織する団体（法人格のない団体にあっては、知事が別に定める基準に適合するも

のに限る。以下「団体」という。）で、第 10 条の規定により作成した再建特別計画

について、知事の認定を受けたものとする。

（１）直近の事業年度を含め原則として３年（直近の事業年度の債務超過額がその前

の事業年度の債務超過額に比べ増加しており、現事業年度においても水揚金

額、漁業支出の動向等からみてさらに債務超過額の増加が見込まれる者にあっ

ては、２年）以上債務超過となっていること又は直近３年の漁業収支が通算し

て損失となっていること。

（２）今後の漁業経営に係る漁業収入が漁業支出及び減免後の負債利息の合計額以上
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免後の負債利息）の合計額以上であると見込まれること。

（３）既に再建特別資金、高知県漁業経営維持安定資金及び高知県漁業経営再建資金

を借り受けているものでないこと。

（４）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

第５条 （略）

（整理対象債務）

第６条 再建特別資金により整理することができる債務（以下「整理対象債務」とい

う。）は、漁業経営に係るもので、次に掲げるものとする。ただし、政府関係金融

機関から資金の貸付けを受け、その貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一

の条件で沿岸漁業者に貸し付けられた資金に係る債務を除く。

（１）返済期限到来後未返済となっている債務

（２）返済期限未到来の債務のうち、期限延長、借換え等により実質的に延滞又は固

定化しているとみなされる債務で次に掲げるもの

ア 借換えを繰り返している短期借入金で通常の運転資金とは認め難いもの

イ 期限延長又は書換えを行った支払手形

ウ 他の債務（例えば設備資金）の返済が困難であるためその延滞を防止するた

め貸付けを受けたことが明らかな借入金（長期借入金を含む。）

エ 買掛金及び未払金のうち、前漁期分に相当する未払分及び買掛金であって、

支払が困難なため支払手形に振り替えたもの

（３）事業承継の場合において、被承継者の返済期限未到来の債務のうち、繰上償還

が必要になったもの

であると見込まれること。

（３）既に再建特別資金、高知県漁業経営維持安定資金及び高知県漁業経営再建資金

を借り受けているものでないこと。

（４）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

第５条 （略）

（整理対象債務）

第６条 再建特別資金により整理することができる債務（以下「整理対象債務」とい

う。）は、漁業経営に係るもので、次に掲げるものとする。ただし、政府関係金融

機関から資金の貸付けを受け、その貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一

の条件で沿岸漁業者に貸し付けられた資金に係る債務を除く。

（１）返済期限到来後未返済となっている債務

（２）返済期限未到来の債務のうち、期限延長、借換え等により実質的に延滞又は固

定化しているとみなされる債務で次に掲げるもの

ア 借換えを繰り返している短期借入金で通常の運転資金とは認め難いもの

イ 期限延長又は書換えを行った支払手形

ウ 他の債務（例えば設備資金）の返済が困難であるためその延滞を防止するた

め貸付けを受けたことが明らかな借入金（長期借入金を含む。）

エ 買掛金及び未払金のうち、前漁期分に相当する未払分及び買掛金であって、

支払が困難なため支払手形に振り替えたもの

（新設）
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（４）その他知事が漁業経営の再建又は事業の承継を図るために整理することが特に

必要であると認めた債務

第７条 （略）

（貸付限度額）

第８条 再建特別資金の貸付限度額は、第 10 条及び第 11 条の規定により、知事の認

定を受けた再建特別計画等（以下「認定再建特別計画等」という。）に定める額又

は次の表に掲げる額のいずれか低い額とする。

（償還期限及び据置期間）

第９条 この要綱による償還期限及び据置期間は、次のとおりとする。

（１）償還期限は、10 年以内とする。

（２）据置期間は、２年以内とし、償還期限に含まれる。

（３）貸付金の償還は、原則として年２回、元本均等償還とする。ただし、再建特別

計画の認定を受けた漁業者においては、漁業経営の再建が達成されたと認められる場

合は、再建特別資金の繰上償還を行う。

（３）その他知事が漁業経営の再建を図るために整理することが特に必要であると認

めた債務

第７条 （略）

（貸付限度額）

第８条 再建特別資金の貸付限度額は、第 10 条及び第 11 条の規定により、知事の認

定を受けた再建特別計画（以下「認定再建特別計画」という。）に定める額又は次

の表に掲げる額のいずれか低い額とする。

（償還期限及び据置期間）

第９条 この要綱による償還期限及び据置期間は、次のとおりとする。

（１）償還期限は、10 年以内とする。

（２）据置期間は、２年以内とし、償還期限に含まれる。

（３）貸付金の償還は、原則として年２回、元本均等償還とする。ただし、漁業経営

の再建が達成されたと認められる場合は、再建特別資金の繰上償還を行う。

区 分 貸付限度額

漁船漁業を営む者 １億円

養殖業を営む者 １億円

大型定置網漁業を営む者 １億円

小型定置網漁業を営む者 5,000万円

区 分 貸付限度額

漁船漁業を営む者 １億円

養殖業を営む者 １億円

大型定置網漁業を営む者 １億円

小型定置網漁業を営む者 5,000万円
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（再建特別計画等の提出）

第 10 条 対象漁業者（事業承継の場合を除く。）は、別記第１号様式による再建特別

計画等認定申請書に、次に掲げる事項を記載した再建特別計画等を作成し、別記第

２号様式による借入申込書を添えて、融資機関に提出しなければならない。

（１） 漁業経営の現状及び現状に至った理由

ア 漁業経営の沿革

イ 漁業経営の現状

ウ 漁業経営の現状に至った理由

エ 漁業経営の再建のために現在までに講じた措置

（２） 資産及び収支の状況

（３） 漁業経営の再建を図るために必要な措置

ア 借受者の自助努力

イ この資金の借受けによる利息等の軽減

ウ その他

（４） 今後の資金計画

（５） 整理対象債務の明細

２ 事業を承継する漁業者は、別記第１号様式による再建特別計画等認定申請書に、

次に掲げる事項を記載した事業承継計画を作成し、別記第２号様式による借入申込

書を添えて、融資機関に提出しなければならない。

（１） 漁業経営の現状及び現状に至った理由

ア 被承継者の沿革

イ 被承継者の現状

ウ 事業承継に至った理由

（再建特別計画の提出）

第 10 条 対象漁業者は、別記第１号様式による再建特別計画認定申請書に、次に掲げ

る事項を記載した再建特別計画を作成し、別記第２号様式による借入申込書を添え

て、融資機関に提出しなければならない。

（１） 漁業経営の現状及び現状に至った理由

ア 漁業経営の沿革

イ 漁業経営の現状

ウ 漁業経営の現状に至った理由

エ 漁業経営の再建のために現在までに講じた措置

（２） 資産及び収支の状況

（３） 漁業経営の再建を図るために必要な措置

ア 借受者の自助努力

イ この資金の借受けによる利息等の軽減

ウ その他

（４） 今後の資金計画

（５） 整理対象債務の明細

（新設）
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（２） 資産及び収支の状況

（３） 今後の資金計画

（４） 整理対象債務の明細

３ 融資機関は、再建特別計画等及び借入申込書の内容を審査の上、再建特別計画等

認定申請書類一式、別記第３号様式による利子補給承認申請書に借入申込書（写

し）、対象漁業者及び融資機関の納税証明書（借入申込日から遡って１箇月以内に

発行された、納期限が到来した県税について滞納がない旨の所管の県税事務所長の

証明書）を添えて知事に提出しなければならない。

（知事の認定）

第 11 条 知事は、前条第２項に規定する利子補給承認申請書等の提出を受けたとき

は、再建特別計画等が知事が別に定める基準に適合しているかどうかを審査の上、

適合している場合は、別記第４号様式により当該再建特別計画等を認定し、別記第

５号様式により利子補給を決定するものとする。

（貸付の実行）

第 12 条 前条に規定する再建特別計画等の認定等の通知を受けた融資機関は、これら

の決定に基づき貸付決定を行い、借入申込者に別記第６号様式による貸付決定通知

書を送付して通知するものとする。

２ 再建特別資金の貸付けは、前条に規定する知事の認定を受けた認定再建特別計画

等に基づいて行うものとする。

３ 貸付けを実行した融資機関は、実行後直ちに別記第７号様式による沿岸漁業経営

再建特別資金貸付実行報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

２ 融資機関は、再建特別計画及び借入申込書の内容を審査の上、再建特別計画認定

申請書類一式、別記第３号様式による利子補給承認申請書に借入申込書（写し）、対

象漁業者及び融資機関の納税証明書（借入申込日から遡って１箇月以内に発行され

た、納期限が到来した県税について滞納がない旨の所管の県税事務所長の証明書）を

添えて知事に提出しなければならない。

（知事の認定）

第 11 条 知事は、前条第２項に規定する利子補給承認申請書等の提出を受けたとき

は、再建特別計画が知事が別に定める基準に適合しているかどうかを審査の上、適

合している場合は、別記第４号様式により当該再建特別計画を認定し、別記第５号

様式により利子補給を決定するものとする。

（貸付の実行）

第 12 条 前条に規定する再建特別計画認定等の通知を受けた融資機関は、これらの決

定に基づき貸付決定を行い、借入申込者に別記第６号様式による貸付決定通知書を

送付して通知するものとする。

２ 再建特別資金の貸付けは、前条に規定する知事の認定を受けた認定再建特別計画

に基づいて行うものとする。

３ 貸付けを実行した融資機関は、実行後直ちに別記第７号様式による沿岸漁業経営

再建特別資金貸付実行報告書を作成し、知事に提出しなければならない。
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（認定再建特別計画等の実施）

第 13 条 対象漁業者は、認定再建特別計画等を誠実に実施しなければならない。

２ 融資機関は、毎年度対象漁業者に漁業経営の状況を別記第８号様式により報告さ

せるとともに、対象漁業者の事業年度終了後遅滞なく、当該報告等をもとに別記第

９号様式による経営状況調書を作成し、これを知事に報告しなければならない。

第 14 条 （略）

（認定再建特別計画等の変更）

第 15 条 認定再建特別計画等の変更については、第 10 条及び第 11 条の規定に準ずる

ものとする。この場合において、知事は当該認定再建特別計画等の変更が、同条に

規定する知事が別に定める基準に適合している場合に限り、これを認定するものと

する。

２ 認定再建特別計画等の変更の申請は、変更の事由が生じてから６月以内に行われ

なければならない。

３ 知事は、認定再建特別計画等の変更について、１回に限り認定するものとする。

ただし、知事が特別に指定する事由による変更については、この限りでない。

（認定再建特別計画等の取消し）

第 16 条 知事は、別に定めるところにより当該認定再建特別計画等の取消しを行うこ

とができる。

２ 知事は、認定再建特別計画等の取消しを行った場合は、借受希望者及び融資機関

にその旨を通知するとともに、直ちに利子補給を打ち切るものとする。

（認定再建特別計画の実施）

第 13 条 対象漁業者は、認定再建特別計画を誠実に実施しなければならない。

２ 融資機関は、毎年度対象漁業者に漁業経営の状況を別記第８号様式により報告さ

せるとともに、対象漁業者の事業年度終了後遅滞なく、当該報告等をもとに別記第

９号様式による再建状況調書を作成し、これを知事に報告しなければならない。

第 14 条 （略）

（認定再建特別計画の変更）

第 15 条 認定再建特別計画の変更については、第 10 条及び第 11 条の規定に準ずるも

のとする。この場合において、知事は当該認定再建特別計画の変更が、同条に規定

する知事が別に定める基準に適合している場合に限り、これを認定するものとす

る。

２ 認定再建特別計画の変更の申請は、変更の事由が生じてから６月以内に行われな

ければならない。

３ 知事は、認定再建特別計画の変更について、１回に限り認定するものとする。た

だし、知事が特別に指定する事由による変更については、この限りでない。

（認定再建特別計画の取消し）

第 16 条 知事は、別に定めるところにより当該認定再建特別計画の取消しを行うこと

ができる。

２ 知事は、認定再建特別計画の取消しを行った場合は、借受希望者及び融資機関に

その旨を通知するとともに、直ちに利子補給を打ち切るものとする。
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第 17 条～第 20 条 （略）

（利子補給金の返還等）

第 21 条 知事は、融資機関がこの要綱に違反したと認めたときは、当該融資機関に交

付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子

補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

２ 知事は、対象漁業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該貸付

金に対する利子補給金の交付を停止し、又は打ち切ることができる。

（１）知事が当該利子補給に係る再建特別計画等の認定を取り消したとき。

（２）この制度により借り入れた資金を目的外に使用したとき。

（３）虚偽の借入申込書により借り入れたとき。

第 22 条～第 26 条 （略）

附則 （略）

附則

この要綱は、令和３年 12 月 28 日から施行する

別表（第７条関係） （略）

別記

第１号様式（第 10 条関係）

第 17 条～第 20 条 （略）

（利子補給金の返還等）

第 21 条 知事は、融資機関がこの要綱に違反したと認めたときは、当該融資機関に交

付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子

補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

２ 知事は、対象漁業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該貸付

金に対する利子補給金の交付を停止し、又は打ち切ることができる。

（１）知事が当該利子補給に係る再建特別計画の認定を取り消したとき。

（２）この制度により借り入れた資金を目的外に使用したとき。

（３）虚偽の借入申込書により借り入れたとき。

第 22 条～第 26 条 （略）

附則 （略）

別表（第７条関係） （略）

別記

第１号様式（第 10 条関係）
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高知県沿岸漁業経営再建特別計画等認定申請書

年 月 日

高知県知事 様

住 所

氏 名

高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給要綱第 10 条の規定により、別紙の経営再

建特別計画等について認定を受けたいので、申請します。

第２号様式（第 10 条関係）

高知県沿岸漁業経営再建特別資金借入申込書

年 月 日

様

住 所

氏 名

下記のとおり高知県沿岸漁業経営再建特別資金を借り入れたいので、高知県沿岸漁業経

営再建特別資金利子補給要綱第 10 条の規定により、申し込みます。

（略）

添付資料

１．経営再建特別計画等認定申請書の写し

高知県沿岸漁業経営再建特別計画認定申請書

年 月 日

高知県知事 様

住 所

氏 名

高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給要綱第 10 条第１項の規定により、別紙の

経営再建特別計画について認定を受けたいので、申請します。

第２号様式（第 10 条関係）

高知県沿岸漁業経営再建特別資金借入申込書

年 月 日

様

住 所

氏 名

下記のとおり高知県沿岸漁業経営再建特別資金を借り入れたいので、高知県沿岸漁業

経営再建特別資金利子補給要綱第 10 条第１項の規定により、申し込みます。

（略）

添付資料

１．経営再建特別計画認定申請書の写し
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２．定款

３．事業報告書

４．試算表

５. 納税証明書

６. 税外未収金債務の滞納がないことの誓約書（別紙誓約書兼同意書）

７. 県の事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に照会することに

対する同意書（別紙誓約書兼同意書）

第３号様式（第 10 条関係）

高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給承認申請書

年 月 日

高知県知事 様

申請者 住 所

融資機関名

代表者名

下記の高知県沿岸漁業経営再建特別資金の貸付について、利子補給を受けたいので、

高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給要綱第 10 条第３項の規定により、申請しま

す。

（以下略）

第４号様式（第 11 条関係）

高知県沿岸漁業経営再建特別計画等認定書

２．定款

３．事業報告書

４．試算表

５. 納税証明書

６. 税外未収金債務の滞納がないことの誓約書（別紙誓約書兼同意書）

７. 県の事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に照会することに

対する同意書（別紙誓約書兼同意書）

第３号様式（第 10 条関係）

高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給承認申請書

年 月 日

高知県知事 様

申請者 住 所

融資機関名

代表者名

下記の高知県沿岸漁業経営再建特別資金の貸付について、利子補給を受けたいので、

高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給要綱第 10 条第２項の規定により、申請しま

す。

（以下略）

第４号様式（第 11 条関係）

高知県沿岸漁業経営再建特別計画認定書
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第 号

年 月 日

様

高知県知事

年 月 日付けで申請がありました沿岸漁業経営再建特別計画等について

は、高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給要綱第 11 条及び高知県沿岸漁業経営再

建特別資金事務処理要領第３の１の規定により、適当であると認定します。

第５号様式～第７号様式 （略）

第８号様式（第 13 条関係）

沿岸漁業経営状況報告書

（以下略）

第９号様式（第 13 条関係）

沿岸漁業経営状況調書

（以下略）

第 10 号様式～第 14 号様式 （略）

第 号

年 月 日

様

高知県知事

年 月 日付けで申請がありました沿岸漁業経営再建特別計画について

は、高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給要綱第 11 条及び高知県沿岸漁業経営再

建特別資金事務処理要領第３の１の規定により、適当であると認定します。

第５号様式～第７号様式 （略）

第８号様式（第 13 条関係）

沿岸漁業再建状況報告書

（以下略）

第９号様式（第 13 条関係）

沿岸漁業再建状況調書

（以下略）

第 10 号様式～第 14 号様式 （略）


